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第３章 災害発生前の対応 
 本章では、災害発生前におけるぴったりサービスの活用に向けた準備について説明する。 

 

なお、被災者支援は災害発生後に生じるが、本ガイドラインでは、災害発生後において市町村が円滑

にぴったりサービスを活用することを目的に、災害発生前に準備することを前提としている。 

 

以下に、標準的なタスクの一覧を示す。これを参考として、スケジュールの作成を行った上、タスク

の進捗を図ること。 

 

✔ No タスク 実施内容 対応時期 

運用検討・実施体制の整備 

マイルストーン  

□ １ 運用検討 制度の確認・活用手続の決定  

□ ２ 主管部署等の確認  

□ ３ ユーザアカウントの利用者決定  

□ ４ 事務の流れの整理  

□ ５ 事務処理要領等の見直し  

□ ６ ネットワーク 

接続環境の整備等 

サービス登録方式・申請データ受取方式の確認等  

□ ７ 利用端末の準備  

□ ８ 特定個人情報 

保護評価 

特定個人情報保護評価の見直し・保護評価書の作成等  

□ ９ 意見聴取・第三者点検（全項目評価のみ必須）  

□ 10 公表  

□ 11 条例等の整備 デジタル行政推進条例等の整備・改正検討  

□ 12 議会提案・施行  

□ 13 職員教育 手続内容等に関する理解  

□ 14 マイナポータルの操作に関する理解  

ぴったりサービスの操作等 

マイルストーン  

□ 15 ぴったりサービスの操

作等 

ユーザアカウントの設定  

□ 16 サービス・制度の登録  

□ 17 手続の登録  

□ 18 申請データの受取り（テスト）  

※薄橙色の矢印は、必須ではなく必要に応じて対応することが求められるタスク 

図 17 ぴったりサービスの活用開始に向けたタスク一覧（災害発生前） 
  

準備 
完了 

準備 
完了 
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運用検討・実施体制の整備 

本項では、運用の検討及びそれに基づく準備について説明する。 

３．１．１ 運用検討 

 本項におけるタスクを、以下に示す。 

 

No 実施内容 詳細 

１ 制度の確認・活用手続の決定 被災者支援制度における各手続の内容（現行の事務の流れや実施体制等）を確認

し、ぴったりサービスを活用する手続を決定する。 

ぴったりサービスを活用する各手続について、「サービス検索機能」「電子申請機能」「電

子署名機能」の活用範囲を決定する。 

２ 主管部署の確認等 被災者支援制度の主管部署を確認し、ぴったりサービスの活用に向けて役割分担を行

い、各手続の担当者を決定する。 

３ ユーザアカウントの利用者決定 各ユーザアカウントの役割を把握したうえで、それぞれの利用者を決定する。 

４ 事務の流れの整理 ぴったりサービスの活用に向けて、事務の流れや実施体制等を整理する。 

５ 事務処理要領等の見直し No.1～4 を踏まえ、事務処理要領等の見直しを行う。 

※No は、第３章冒頭の「図 17 ぴったりサービスの活用開始に向けたタスク一覧（災害発生前）」に対応 

図 18 運用検討に関するタスク 
 

制度の確認・活用手続の決定 
本ガイドラインで示す各手続について、庁内における現行の事務の流れや実施体制等の確認を行い、

その上で災害発生後におけるぴったりサービスの活用に向けて準備する手続を決定する。 

 

併せて、ぴったりサービスの活用範囲（「第２章 マイナポータル」で示している「サービス検索機

能」「電子申請機能」「電子署名機能」）についても決定すること。各機能の内容について、改めて以

下に示す。 
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機能 内容 

サービス検索機能 住民が、ぴったりサービス上で市町村が提供する手続を検索できる。 

電子申請機能 住民が、ぴったりサービス上で市町村が提供する手続について、オンラインで申請等を行うこ
とができる。 

電子署名機能 住民が、ぴったりサービス上で電子申請を行う際に、マイナンバーカードを利用して、申請デ
ータに電子署名を付与できる。 

図 19 ぴったりサービスの機能 
 

主管部署の確認等 
各手続の主管部署等を確認する。福祉施策主管部署（被災者支援制度の主担当）のほか、関係部署と

相互に連携し、横断的な対応が必要となることが想定されるため、当該手続に関係する部署も把握する

必要があることに留意すること。 

 

ユーザアカウントの利用者決定 

ぴったりサービスを活用して手続を登録するに当たり、各ユーザアカウントの割当てが必要となる。

主管部署等の確認と併せて、各手続に関するユーザアカウントの利用者を決定する。 

 

各ユーザアカウントの役割を、以下に示す。 

 

ユーザアカウント名 ぴったりサービスにおける役割 

アカウント管理ユーザ アカウントの追加や権限割当て作業を行う。 

手続管理ユーザ サービス・制度や手続の登録に関する作業を行う。 

手続一般ユーザ 申請データの受取り作業を行う。 

図 20 各ユーザアカウントの役割 
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なお、ぴったりサービスにおけるユーザアカウントは、部署単位ではなく、担当者（個人）単位での

払出しとなることに留意すること。ユーザアカウントの分類に関する詳細及び留意事項については、以

下の参考資料を参照すること。 

 

また、人事異動等で担当者が変更となる場合は、確実に次の担当者へ業務の引継ぎを行い、災害発生

後に担当者や実施すべき作業等が不明とならないよう留意すること。なお、アカウント管理者が各担当

者を把握できるように管理することが望ましい。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～ユーザアカウント管理編～ 
・03｜ユーザアカウントの分類について 
・04｜ユーザアカウントの運用に関する注意事項 

 

事務の流れの整理 
各手続について、ぴったりサービスの活用に向けて、事務の流れや実施体制等を整理する。その際に

は、以下に示すことにも留意しつつ、災害発生後の運用方法等を検討すること。 

 

なお、各手続におけるぴったりサービスのユースケースを「第５章 被災者支援制度におけるユース

ケース」に示しているので、本項における運用の検討をはじめ、ぴったりサービスへの手続登録等の際

の参考とされたい。 
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  手続公開・申請受付の運用 

（１） 災害発生前の運用（手続の事前登録） 

 各種手続の内容、申請届出様式の登録を災害発生前に完了させておくことにより、住民は自ら

が災害発生後に受けられる可能性のある支援内容を事前に把握できる。 

 

登録に当たっては、操作画面の設定項目で［このシステムからの電子申請を受け付ける］にチ

ェックを入れずに承認申請を行うこと。この場合、申請者は手続の内容は確認できるが、電子申

請は行えない状態となる。 

 

 なお、災害による被害状況や手続の根拠法令の適用状況等により、災害発生後における実際の

手続内容とかい離が生じる可能性もあるため、災害発生前に手続内容を登録する際、その旨を明

記するなど留意すること。 

  

（２） 災害発生後の運用（電子申請機能の活用） 

  災害発生前に登録した手続内容等を確認した上で、被害状況等を踏まえ、必要に応じて操作画

面から修正を行うとともに、電子申請機能を活用する場合には、災害発生後に該当手続の設定項

目［このシステムからの電子申請を受け付ける］にチェックを入れ、改めて承認申請を行うこ

と。 

 

    承認申請後、運用部局（内閣府大臣官房番号制度担当室をいう。以下同じ。）において速やか

に承認が行われるが、特に早急な承認が必要な場合には、［03—6441—3479］まで連絡の上、その

旨伝達すること。 

 

  複数の災害による被害が生じた場合の取扱い 

複数の災害による被害が生じ、そのいずれに対しても被災者支援を実施する場合、ぴったりサービ

スは、同一の手続に複数の登録を行うことができる。この場合、被災者が手続を検索する際に、どの

災害に関する手続であるかわかるように、手続の名称や記載内容を工夫すること。 

 

また、申請データの受取りに当たっても、対象とする災害の別がわかるように様式を変更する等の

対応を行うこと。 

 

参考資料  

操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・1. 手続を追加・削除する 
・1. 手続を追加する  
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  申請データの保管期間 

住民が、ぴったりサービスを利用して電子申請を行った際の申請データは、ぴったりサービス上に

おける保管期間がある。申請データは、ぴったりサービス上で受け付けた日の４開庁日後まで保管さ

れ、５開庁日後の開庁時間前までに削除される。接続パターンのＡ、Ｂパターン（「１．５．１ マ

イナポータルとのネットワーク接続環境等」を参照）を選択している場合は、これを踏まえて、定期

的な申請データの保管（ダウンロード）が必要となることに留意すること。 

 

  手続内容の変更に伴う対応 

手続の根拠法令等の改正に伴い、手続内容に変更が生じる場合がある。その場合、ぴったりサービ

スへの登録内容についても修正等を行う必要があることに留意すること。 

 

  担当者変更時の対応 

人事異動等で担当者が変更となる場合は、確実に次の担当者へ業務の引継ぎを行い、災害発生後に

担当者や実施すべき作業等が不明とならないよう留意すること。なお、アカウント管理者が各担当者

を把握できるよう管理することが望ましい。 

 

事務処理要領等の見直し 
ぴったりサービスの活用に向けて、整理した事務の流れや実施体制等を踏まえ、事務処理要領等の修

正を行うこと。 

 

３．１．２ マイナポータルとのネットワーク接続環境等 

本項におけるタスクを、以下に示す。 

 

No 実施内容 詳細 

６ サービス登録方式・申請データ受

取方式の確認等 

サービス登録方式及び申請データ受取方式について、ネットワーク接続環境の確認を行

う。接続環境が整備されていない場合は、別途接続環境の整備について検討する。 

７ 利用端末の準備 ぴったりサービスを操作する端末のセットアップを実施する。 

※No は、第３章冒頭の「図 17 ぴったりサービスの活用開始に向けたタスク一覧（災害発生前）」に対応 

図 21 マイナポータルとのネットワーク接続環境等に関するタスク 
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A. サービス登録方式・申請データ受取方式の確認等 
本ガイドラインに基づき、ぴったりサービスを活用して「サービス登録」と「申請データの受取り」

を行うためには、それぞれについて市町村とマイナポータルとの間でネットワーク接続環境が整備され

ている必要がある。 

 

平成 29年７月から運用が始まった「子育てワンストップサービス」、平成 31年１月から運用が始ま

った「介護ワンストップサービス」の提供等を契機として、すでにネットワーク接続環境が整備されて

いる市町村は、原則として新たな対応は生じない。ただし、LGWAN-ASPサービス事業者との間で契約変

更が必要となる場合もあるため、あらかじめ情報システム主管部署（及び LGWAN-ASPサービス事業者）

へ確認を行うこと。また、特にぴったりサービスの活用に伴う事務処理要領等の見直しに当たっては、

申請内容を受け取るパターンに留意すること（「紙（申請書）」「電子データ」のいずれかの形式で受

け取ることとなる）。 

 

なお、接続環境が整備されていない場合は、本ガイドラインに記載の作業とは別に、マイナポータル

とのネットワーク接続に係る検討が必要となることから、以下の内容を参考として、別途事前に準備す

る必要がある。 

 

また、申請データに付与される電子署名（詳細は「２．２．２．Ｃ. 電子署名機能」を参照）につ

いては、市町村において「電子署名」の検証機能（有効性の確認、改ざんの検知等）を実装し、署名検

証を行う必要がある。なお、署名検証を行う方法は、LGWAN-ASPサービス事業者が提供するサービス内

容にもよるため、ネットワーク接続環境に関する確認と併せて、あらかじめ情報システム主管部署（及

び LGWAN-ASPサービス事業者）へ確認を行うこと（以上の詳細は「１．５．１ マイナポータルとのネ

ットワーク接続環境等」を参照）。 

 

B. 利用端末の準備 
ぴったりサービスを操作する端末のセットアップを実施する。端末の RAMは４GB以上を推奨してい

る。電子申請において申請データの受取りを行う場合は、LGWANに接続可能な端末を準備すること。 

 

OS ブラウザ ブラウザバージョン 

Microsoft Windows8.1   （32bit/64bit） 
Microsoft Windows10    （32bit/64bit） 

Internet Explorer 
11 ※ 
（32bit/64bit） 

Mozilla Firefox 
最新バージョン 

Google Chrome 

図 22 ぴったりサービス対応環境 
※ Internet Explorerの「互換モード」設定では動作しないため、「互換モード」を設定している

場合、設定変更を行う必要がある。 
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３．１．３ 特定個人情報保護評価 

本項におけるタスクを、以下に示す。 

 

なお、特定個人情報を扱わない場合は、本項の作業は不要である。 

 

No 実施内容 詳細 

８ 特定個人情報保護評価の見直し・

保護評価書の作成等 

特定個人情報保護評価の実施状況を確認する。その上で各手続の保護評価書の変

更箇所や保護評価の再実施又は修正の別を特定する。 

保護評価書を作成又は変更する。 

９ 意見聴取・第三者点検（全項目評

価のみ必須） 

住民等からの意見聴取を行う。また、第三者点検を行う。（いずれも全項目評価の場

合のみ必須） 

10 公表 個人情報保護委員会へ提出を行い、公表する。 

※No は、第３章冒頭の「図 17 ぴったりサービスの活用開始に向けたタスク一覧（災害発生前）」に対応 

図 23 特定個人情報保護評価に関するタスク 
 

A. 概要 
ぴったりサービスにおける電子申請機能の活用により、特定個人情報を扱う事務の流れに変更が生じ

る場合、電子申請機能の接続方式や既存システム改修の有無、市町村の規模に応じて特定個人情報保護

評価（以下「保護評価」という。）の見直しを実施する必要があることに留意すること。 

 

B. 作業内容 
保護評価の実施状況を確認の上、接続パターン検討資料や保護評価支援資料を参照し、各手続の保護

評価書の変更箇所や保護評価の再実施又は修正の別を特定すること。 

 

その上で、端末設置等環境が整う前まで（システム改修が発生しない場合）に、保護評価書を変更

し、基礎項目評価、重点項目評価及び全項目評価それぞれについて必要に応じて実施すること。 

 

参考資料  

ぴったりサービス接続パターン検討資料 
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３．１．４ 条例等の整備 

 「１．５．２ 関係法令の確認等」で示したとおり、関係法令等について確認を行い、必要に応じて

条例等の整備を検討する。 

 

本項におけるタスクを、以下に示す。 

 

No 実施内容 詳細 

11 デジタル行政推進条

例等の整備・改正検

討 

法令による事務、条例等による事務について確認を行い、現行条例等の確認及び整備に関する検

討を行う。 

12 議会提案・施行 条例等を新たに制定又は改正する場合は議会提案・施行等を行う。 

※No は、第３章冒頭の「図 17 ぴったりサービスの活用開始に向けたタスク一覧（災害発生前）」に対応 

図 24 条例等の整備に関するタスク 
 

A. 法令による事務 
法令による事務は、「デジタル行政推進法」によって行政機関が電磁的記録により書類の縦覧・閲覧

や作成・保存を行うための規定が整備されている。また、行政機関等（地方公共団体を含む）に係る申

請等について、手続の根拠法令において書面等で行うこととなっている場合であっても、オンラインで

行うことを原則とするための規定も整備されている。そのため、法令による手続のぴったりサービスに

よる電子申請は、デジタル行政推進法等に基づき実施可能である。ただし、手続の性質によりやむを得

ず書面等によらざるを得ないものとして、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令

（平成 15年政令第 27号）別表に列記されているものについては、この限りではない。 

 

B. 条例等による事務 
市町村の条例等に関連する事務については、書面等に加え、原則としてオンラインによる申請とする

よう努めるために、「デジタル行政推進条例等」の整備状況を確認すること。デジタル行政推進条例等

を整備していない場合は新たに制定する必要があり、既存のデジタル行政推進条例等がある場合はぴっ

たりサービスによる電子申請の実施が可能か、現行条例等の内容確認（場合によっては改正）が必要と

なる。 
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C. その他法令や条例等に基づかない事務 
その他法令や条例等に基づかない事務については、オンライン化するに当たっての基準等はないが、

必要に応じてデジタル行政推進法、デジタル行政推進府令、告示、デジタル行政推進条例等その他これ

らに準じた基準等の制定の対応が求められる。 

 

参考資料  

▪ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14年法律第 151号） 
▪ 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行
規則（平成 16年内閣府令第 19号） 
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３．１．５ 職員教育 

 本項におけるタスクを、以下に示す。 

 

No 実施内容 詳細 

13 手続内容等に関する理解 手続内容、事務の流れ等に関してあらかじめ職員教育を実施する。 

14 マイナポータルの操作に関する

理解 

ぴったりサービスのサービスメンテナンス機能についての教育・情報共有を行う。 

住民が「サービス検索機能」「電子申請機能」の操作方法を理解するための準備を行う。 

※No は、第３章冒頭の「図 17 ぴったりサービスの活用開始に向けたタスク一覧（災害発生前）」に対応 

図 25 職員教育に関するタスク 
 

A. 概要 
マイナポータルを活用する手続を主管する部署の担当者に対しては、運用開始前及び以後の人事異動

に当たって、随時、事務処理要領等に基づく教育を行うこと。なお、特定個人情報を含む事務がある場

合には、マイナンバー制度主管部署や情報システム主管部署と連携した教育内容とすることに留意する

こと。 

 

また、庁内の担当者のほか、マイナポータルの利用者である住民に対しても、災害発生前からその利

用方法等について周知を図ること。 

 

B. 作業内容 

手続内容等 
担当者が行うべき作業、留意点、確認すべき資料等を反映した事務処理要領等に基づき、職員教育

を実施すること。 

システム対応 
市町村の職員がぴったりサービスを操作し、各手続や申請届出様式を登録する必要があるため、ぴ

ったりサービスの操作方法についても、担当者の理解に資するための職員教育を実施すること。 

利用者対応 
住民が行うぴったりサービスの操作方法については、ぴったりサービスのトップページからダウン

ロード可能な操作ガイドを利用するなどして、災害発生前からその利用方法等について周知を行うこ

と。 
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ぴったりサービスの操作等 

本項では、ぴったりサービスに手続を登録する方法について説明する。 

 

本項におけるタスクを、以下に示す。 

 

No 実施内容 詳細 

15 ユーザアカウントの設定 ユーザアカウントを作成し、アクセス権を設定する。 

16 サービス・制度の登録 「手続」が紐づく「サービス・制度」を登録する。 

17 手続の登録 「サービス・制度」を登録後、「手続」を登録する。 

18 申請データの受取り（テスト） 住民の申請等に基づく申請データを受け取るテストを行う。 

※No は、第３章冒頭の「図 17 ぴったりサービスの活用開始に向けたタスク一覧（災害発生前）」に対応 

図 26 ぴったりサービスの操作等に関するタスク 

 

３．２．１ 共通操作（ログイン） 

 各ユーザアカウントにおいて、ぴったりサービスにログインし、操作を行うこと。 

 ［ログイン］画面を開く 
ブラウザで以下の URL にアクセスし、［ログイン］画面を開く。 

URL：https://mposs.force.com 

 

 
 ログインする 

各ユーザアカウントのログイン ID及びパスワードを入力し、［ログイン］をクリックする。 

  

https://mposs.force.com/
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なお、手続管理ユーザ及び手続一般ユーザについては、アカウント管理ユーザがアカウントを

作成した際に送信されるメールからログイン IDを確認するとともに、当該メールに記載されて

いる URLから初回ログインを行い、パスワードを設定すること。アカウント管理ユーザについて

は、庁内のマイナンバー制度主管部署又は情報システム主管部署に確認すること。 

 

ログイン後は、以下の［お知らせ］画面が表示される。 

 

 

 

３．２．２ 操作内容 

 本項におけるタスクは、ユーザアカウントごとに実施する。タスクとユーザアカウントの関係及びタ

スクにおける操作内容は、以下のとおり。 

 

作業分類 

 

アカウント 

災害発生前 

No.15 
ユーザアカウントの 

設定 

No.16 
サービス・制度の登録 

 

No.17 
手続の登録 

 

No.18 
申請データ 

受取り（テスト） 

アカウント管理 
ユーザ 

 
   

手続管理 
ユーザ 

 

  

 

手続一般 
ユーザ 

   
 

※No は、第３章冒頭の「図 17 ぴったりサービスの活用開始に向けたタスク一覧（災害発生前）」に対応 
図 27 各ユーザアカウントのタスク 

・ﾕｰｻﾞｱｶｳﾝﾄの作成 

・ｱｸｾｽ権の設定 

・ｻｰﾋﾞｽ・制度の追加 

・ｻｰﾋﾞｽ・制度の内容確認 

・運用部局への承認申請 

・手続の追加 

・手続の内容確認 

・申請届出様式の登録 

・運用部局への承認申請 

・申請ﾃﾞｰﾀの 

受取ﾃｽﾄの実施 
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A. アカウント管理ユーザが実施する操作 
まず、アカウント管理ユーザにより、手続管理ユーザ及び手続一般ユーザのアカウントを作成及びア

クセス権の設定の上、払い出すことが必要となる。 

 

ユーザアカウントの設定 
以下の操作を行い、各担当者に対して、アカウントの払出しを行うこと。 

 

（１） ユーザアカウントを作成する 
アカウント管理ユーザは、各手続の担当者に対し、手続管理ユーザ及び手続一般ユーザのアカ

ウントを割り当てる必要がある。アカウントの数は市町村ごとに上限が設けられており、その範

囲内で新規ユーザの作成を行う必要がある。 

 

登録済のユーザアカウント数が、割当アカウント数未満の場合は、追加で新規ユーザアカウン

トを作成することができる。 

 

ユーザアカウントの作成方法については、以下の参考資料を参照すること。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～ユーザアカウント管理編～ 
・06｜アカウント管理ユーザが実施できる操作 
・4. 新規にユーザアカウントを作成する 

 

（２） アクセス権を設定する 

住民の申請等に基づく申請データを受け取る際に、申請データへアクセスするためのアクセス

権を設定する必要がある。ただし、本操作は次ページで示す、手続管理ユーザによる「サービ

ス・制度の登録」及び「手続の登録」を行った後に実施すること。 

 

アクセス権の設定方法については、以下の参考資料を参照すること。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～ユーザアカウント管理編～ 
・06｜アカウント管理ユーザが実施できる操作 
・7. 手続に対するアクセス権設定の変更 
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B. 手続管理ユーザが実施する操作 
アカウント管理ユーザによるアカウントの払出し後、手続管理ユーザは、ぴったりサービス上で各手

続の登録を行う。 

 

なお、手続を登録する作業の流れとして、まず、手続を包含する大枠としての「サービス・制度」を

登録した後、「手続」ごとに登録作業を行うこととなる。作業の全体像は、以下のとおり。 

  

 
図 28 手続の登録作業の全体像 

 

以下に、「サービス・制度」及び「手続」の登録に関する一連の作業を記載するが、より詳細な手順

については、以下の参考資料を参照すること。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・04｜サービス・制度を登録、編集する 
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サービス・制度の登録 
ぴったりサービスにおける「サービス・制度」は、「手続」が紐づくものである。サービス・制度

の登録を行っていない場合は、手続の登録を行うことができないため、手続管理ユーザはまず、サー

ビス・制度の登録を行う必要がある。サービス・制度の登録方法は、以下のとおり。 

 

 サービス・制度を追加する 
手続管理ユーザはぴったりサービスにログイン後、以下の操作を行うこと。 

 

① ［電子申請管理］をクリックする。 

② ［サービス・制度登録］をクリックする。 

③ ［サービス・制度の追加］をクリックすると、［サービス・制度 追加］画面が表示され

る。 

 

 

 

④ ［制度名称］のプルダウンから、「被災者支援」を選択する。 

⑤ ［次へ］をクリックすると、次ページの［サービス・制度（編集・登録）］画面が表示され

る。 
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⑥ ［サービス・制度（編集・登録）］画面の各項目に、住民等の利用者向け画面（以下「利用

者向け画面」という。）に公開する制度内容を入力する。 

 

一部の項目については入力済となっているが、以下の参考資料を参照の上、各項目が示す意

味を把握し、必要に応じて修正を行うこと。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・04｜サービス・制度を登録、編集する 
・2. サービスメニュー内容を確認する（サービス・制度） 
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なお、各項目の入力済の内容は以下のとおり。 

項目名 初期値 

制度名 被災者支援 

概要 災害発生後に、被災者の支援を行う制度です。 

通称 
（※任意入力の項目です。「通称」を登録すると、ぴったりサービスの検索結果画面で「制度
名」ではなく「通称」に登録した名称が表示されますので、ご注意ください。） 

対象 災害によって支援を必要とする住民 

支給内容 災害による被害状況に応じた被災者に対する様々な支援 

費用 なし 

関連リンク （適宜入力） 

お問合せ先 （適宜入力） 

所管部署 （適宜入力） 

図 29 入力済の項目（サービス・制度） 
 

※公開を行わない項目については、各項目の左欄に表示されている「公開チェックボック

ス」のチェックを外すこと。また、「公開チェックボックス」のチェックを付けた状態

で、入力欄が空欄の場合は、サービス・制度の登録ができないことに留意すること。 

 

⑦ 【公開期間】を無期限で設定する。 

【公開期間】は、住民がサービス検索を行った際、検索結果に表示される期間となる。 

 

なお、無期限でサービス・制度を公開する設定方法は、以下のとおり。 

・【公開期間】の［公開開始日時］については、任意の日付・時刻を設定すること。 

・【公開期間】の［公開終了日時］については、設定を行わないこと。 
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 サービス・制度の内容を確認する 
サービス・制度のプレビューを行うと、利用者向け画面のイメージを確認することができる。 

 

①［サービス・制度（編集・登録）］画面の［保存してプレビュー］をクリックし、公開され

る画面のイメージを確認する。各項目の登録内容に誤りがないことを確認する。 
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 運用部局へ承認申請を行う 
運用部局による承認が行われた後、利用者向け画面に登録したサービス・制度が公開される。

承認申請の手順を以下に示す。 

 
①［サービス・制度（編集・登録）］画面最下部の［保存して運用部局へ承認申請］をクリッ

クすると、運用部局へ承認申請が行われ、［サービス・制度一覧］画面に戻る。 

 

 
 

運用部局による承認後、「被災者支援」のサービス・制度が利用者向け画面に公開される。 

 

承認申請の取下げ方法等、承認申請以外の操作については、以下の参考資料を参照の上、作業

を行うこと。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・04｜サービス・制度を登録、編集する 
・3. 運用部局へ承認申請を行う 
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手続の登録（概要） 
本ガイドラインに掲載している手続のうち、優先的に登録することを検討されたい 10手続に係る登

録方法の詳細を「第５章 被災者支援制度におけるユースケース」に示しているので、これを参照の

上、各手続の登録を行うこと。 

 

ここでは、各手続の登録に当たり、必要な作業及び留意事項を以下に示す。 

 

 手続を追加する 
手続の追加は、以下の参考資料を参照の上、作業を行うこと。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・1. 手続を追加・削除する 

 

 手続の内容を確認する（手続の登録・修正） 
手続に関する内容の登録及び修正は、以下の参考資料を参照の上、作業を行うこと。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・2. サービスメニュー内容を確認する（手続） 

 

 

重要  

▪ 書類の添付について、災害発生後に被災者が電子データの添付書類を準備することは難しいことに留意
し、手続を登録すること。また、添付書類の提出を窓口や郵送で受付可能とするなど運用を検討すること。 
 

▪ 書類の添付について、「添付必須」を設定した場合でも、被災者から添付書類が添付されない場合があ
る。その場合、別途必要に応じて添付書類の提出を求めること。 
 

▪ 「電子申請を受け付ける」かつ署名「要」を設定する場合は、「必須」（署名が無い場合、申請不
可）又は「任意」（署名が無くても申請可）を選択可能である。「任意」とする場合、住民は署名なしで
申請を行うことができるが、別途必要に応じて窓口等で本人確認を行うこと。 
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 申請届出様式を登録する 
手続に必要な申請届出様式の登録及び修正は、以下の参考資料を参照の上、作業を行うこと。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・3. 申請届出様式を確認・修正する 

 

 運用部局へ承認申請を行う 
登録した手続を公開するに当たり、運用部局へ承認申請を行い、承認を受ける必要がある。 

以下の参考資料を参照の上、作業を行うこと。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・4. 運用部局へ承認申請を行う 

 

 手続の公開を停止（又は再開）する 
手続の公開を停止（又は再開）する場合は、以下の参考資料を参照の上、作業を行うこと。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・5. 手続を公開停止・再開する 
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C. 手続一般ユーザが実施する操作 
手続一般ユーザは、ぴったりサービス上で住民が電子申請を行った際に申請データの受取りを行う。

電子申請機能を活用する場合、災害発生前において手続を公開の上、申請データの受取りテストを実施

すること。 

 

申請データの受取り（テスト） 
 申請データの受取テストを行う 
電子申請を受け付ける手続について、住民が電子申請を行った際に、申請データの受取りを行

う必要がある。 

 

接続パターンのＡ、Ｂパターン（「１．５．１ マイナポータルとのネットワーク接続環境

等」を参照）を選択している市町村は、以下の参考資料を参照の上、申請データの受取テストを

実施すること。 

 

その他の接続パターンの受取方法については、情報システム主管部署（及び LGWAN-ASPサービ

ス事業者）に確認の上、申請データ受取りのテストを実施すること。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～申請データ受取編～ 
・04｜申請データを受け取る 
・1. 申請データを受理する（Ａパターン、Ｂパターン） 
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